
公 告

制限付き一般競争入札を行うので、次のとおり公告する。

令和７年１２月９日

鳥取市長 深澤 義彦 

１ 入札に付する事項

⑴ 業務名 鳥取市電子契約サービス提供業務

⑵ 仕様等 入札説明書のとおり

⑶ 履行期限 入札説明書のとおり

⑷ 履行場所 入札説明書のとおり

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

⑴ 製造の請負、物品の売買及び修理、役務の提供並びに物品の賃貸に係る調達契約の一般競

争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請手続等について（令

和５年鳥取市告示第５９３号。）に基づく競争入札参加資格を有するか、入札までに取得

予定であるとともに、その資格区分が別表に定める「役務」の「情報処理サービス」に登

録されている者であること。

⑵ 公告の日から入札（開札）の日までの間のいずれの日においても、鳥取市入札参加資格者

指名停止措置要綱（平成２５年４月１日制定）第３条の規定による指名停止措置を受けて

いない者であること。

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であ

ること。

⑷ 公告の日から入札（開札）の日までの間のいずれの日においても、会社更生法（平成１４

年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。 

⑸ 導入しようとする電子契約システムに関して、過去２年以内に国又は鳥取市と同等の規模

以上（人口１５万人以上）の地方公共団体において、複数の導入又は運用実績があるこ

と。 

３ 入札説明書の交付

入札説明書（契約条項を含む。）は、鳥取市公式ウェブサイト（https://www.city.tottori.lg.jp）

に掲載するとともに、次のとおり希望者に直接交付するものとする。

⑴ 場所 鳥取市幸町７１番地 鳥取市役所本庁舎４階

鳥取市総務部総務課公文書管理室（電話：０８５７－３０－８１０５）

⑵ 期間

公告の日から令和７年１２月１９日（鳥取市の休日を定める条例（平成元年鳥取市条例第

２号）第１条第１項に規定する鳥取市の休日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

４ 入札参加の申し込み



この入札に参加を希望する者は、２の入札に参加する者に必要な資格に関する事項に掲げる

要件を全て満たすことを証明する書類を、３の⑴の場所に、３の⑵の期間に提出しなければな

らない。 

５ 入札方法について

⑴ 入札書等 

入札参加者は、次の様式を参考として入札書を提出すること。 

①鳥取市電子契約サービス提供業務入札書（入札説明書 別紙３） 

②入札書は、封筒（長型３号程度の大きさ）に入れ封印し、封筒表面にはこの入札に係る

開札日、件名を記入して、「入札書在中」と朱書きし、封筒裏面には差出人の住所、商

号又は名称を記入して郵送すること。また、この入札に係る入札書以外の入札書を同封

して郵送した場合、無効となるので注意すること。 

⑵ 入札書は郵送又は持参すること。（メール又はファクシミリによる入札書の提出は認めな

い。） 

①入札書を持参する場合は、令和８年１月９日（金）午前９時から午後５時までの間に提

出先に持参すること。 

②入札書を郵送する場合は、令和８年１月９日（金）を指定日とする配達日指定郵便、か

つ、一般書留又は簡易書留のいずれかによること。 

⑶ 提出先 〒６８０－８５７１ 鳥取市幸町７１番地  

鳥取市総務部総務課公文書管理室 

鳥取市役所本庁舎４階 電話０８５７－３０－８１０５） 

⑷ 入札回数 

入札の回数は１回とする。 

６ 無効となる入札の範囲

この公告に示す入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及びこの公告、入札

説明書又は仕様書に記載する条件に違反した入札

７ 入札（開札）の日時及び場所 

⑴ 日時 令和８年１月１３日 午後１時３０分

⑵ 場所 鳥取市役所本庁舎４階 ４－２会議室

８ 落札者の決定方法

最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

９ その他

⑴ 入札保証金 免除

⑵ 契約保証金 免除

⑶ 契約書作成の要否 要

⑷ 詳細は、入札説明書による。

問い合わせ先 鳥取市総務部総務課公文書管理室 

電話：０８５７－３０－８１０５ 

ファクシミリ：０８５７－２０－３９４５


